
 

 

中小企業再生ファンド 

（令和３年度補正） 

募集要項 

 

 

      

 ＜事前審査申請書受付期間＞ 

 

令和４年３月１１日（金）～令和９年３月３１日（水）まで（消印有効） 

なお、予算額に達した場合、予告なく募集を終了することがあります。 

 

 

 ＜応募先及びお問い合わせ先＞ 

 

  独立行政法人中小企業基盤整備機構 ファンド事業部ファンド事業企画課 

   〒105－8453 東京都港区虎ノ門三丁目 5番 1号 虎ノ門 37森ビル 

   電話 03－5470－1672 ／ FAX 03－5470－1624  

 

 

 

 

 

 

令和４年３月１１日 

 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

ファンド事業部 
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中小企業再生ファンド（令和３年度補正） 募集要項 

 

令和４年３月 

   

１．事業目的  

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業に対して、その事業の成長下支

えや再生を支援することにより、経営力の基盤強化を図る必要があります。 

そこで、過大な債務を抱えた中小企業の再生を図るため、中小企業に対して債権買取りや

出資等の投資事業や経営改善を行う組合（特に、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい

宿泊、飲食等の業種を重点支援する組合や、中小企業再生ファンドが設立されていない地域

における組合等）への出資を通じて、中小企業の再建を支援します。 

 

２．事業内容、出資限度額 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の悪化を背景とし、過剰債務等により

業況が悪化しているものの、本業には相応の収益力があり再生が見込まれる中小企業の

再生を中長期的に支援することを目的とする組合（投資事業有限責任組合契約に関する

法律（平成１０年法律第９０号。以下「有限責任組合法」という。）に基づく投資事業有

限責任組合に限る。以下同じ。）に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中

小機構」という。）が、有限責任組合員として出資します。 

・ 中小機構の組合に対する出資金額は、１組合につき、出資約束金額総額の５分の４以内

を限度、かつ予算の範囲内とします。 

・ 中小機構が３０億円を超える出資を行なう場合は、その超過額を上回る金額又は５億円

のいずれか高い金額以上を、適格機関投資家（※）が出資することを条件とします。 

（※）中小機構、無限責任組合員及びその関係会社等である適格機関投資家を除く 

 

【出資スキーム】 

 

 

 

 

 

 

３．公募対象となる方 

提案時点で次の全ての条件を満たす事業者。 

（１）別紙に掲げる出資要件を満たす組合を組成し、無限責任組合員として業務執行を行お

うとする者 

（２）直近１年間の法人税、消費税、地方消費税、県税及び市町村民税の滞納がない者 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産者で復権を得ない者でないこと 

出資提案者 中小機構 投資事業有限責任組合 

他の有限責任組合員 

出資提案 
出資 

出資・無限責任組合員として業務執行 

分配・成功報酬 

分配 

出
資 

分
配 

中小企業 

投資 

回収 

中小企業再生支援協議会 

再生計画 

策定支援 
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（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始申立、または民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始申立がなされていな

い者 

 

４．申込方法 

 所定の事前審査申請書その他下記必要書類各１部を持参又は郵送して下さい。 

 事前審査申請書の様式については、下記「７．応募先及びお問い合わせ先」までお問い合

わせください。 

 

（提出書類） 

・事前審査申請書（事前審査を通過した方には改めて提案書等のご提出をお願いします） 

・組合設立趣意書 

・確定申告書（写）（決算書・直近３期分） 

・商業登記簿謄本（直近の会社情報を反映したもの） 

・会社案内・パンフレット 

・組合契約書（既に設立されている組合への出資を希望される場合、最新版） 

・その他資料 

 

（注１）事前審査申請書（提案書）の作成等、提案参加に必要な経費は、提案者の負担とし

ます。 

（注２）提出書類は、いずれも返却できません。 

（注３）必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがあります。 

（注４）提出書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。 

 

５．受付期間 

令和４年３月１１日（金）から令和９年３月３１日（水）まで（消印有効）。 

なお、予算額に達した場合、予告なく募集を終了することがあります。 

 

６．出資先組合の決定 

 事前審査申請書（提案書）及びその他必要書類を受理した後、下記審査プロセスを経たう

えで総合的に判断し、出資の可否を決定します。 

 

（１）審査プロセス 

① 事前審査（事前審査申請書に基づく書面審査等） 

② 本審査（提案書に基づく公認会計士同行による現地調査、外部有識者による評価委員

会、面接審査等） 

 

（注１）本審査は、事前審査を通過した方から提案書を受領した場合のみ実施します。 

（注２）事前審査及び本審査の結果については、書面で通知します。 
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（注３）審査結果に関するお問い合わせ（不採択の理由等）には一切応じかねますので、

ご承知おき下さい。 

 

（２）審査のポイント 

審査にあたっては、「３．公募対象となる方」が出資要件を満たしているかを確認する

とともに、下記の各項目について評価するものとします。 

 

【出資提案者の評価ポイント】 

① 過去の組合運営実績（投資対象、ＩＲＲ、投資倍率）、中小企業への投資実績、ハンズ

オン支援実績、エグジット実績（組織としての実績がない場合は投資担当者個人のも

の） 

② 経営基盤の安定性（財務状況、組織体制、経営者・役員の経歴） 

③ ディールソース、ソーシング力 

④ 各種専門家やアドバイザー、関連業界・企業等とのネットワーク 

⑤ 中小企業に対する投資業務への理解、ノウハウ、専門知識 

 

【提案内容の評価ポイント】 

① 政策的意義（組合の目的と政策目的の整合、中小企業支援としての意義、中小機構が

出資する目的への理解） 

② 組合の運営方針（規模・存続期間、投資対象（投資分野）・投資基準・投資方法、想定

ＩＲＲ・回収方法・管理報酬・成功報酬（ハードルレートの有無）） 

③ 他の組合員の構成、出資額及び出資確度 

④ 組合の運営体制（投資チームの構成、投資担当者数、投資決定プロセス（発掘・投資

委員会の構成・議決方法等）、管理体制、投資回収プロセス、コンプライアンス確保、

反社チェックの体制、秘密保持） 

⑤ 投資担当者の投資実績、ハンズオン支援実績、エグジット実績（特に、提案組合が投

資対象とする業種・成長段階等に対する実績） 

⑥ 投資候補先の内容（質・量、ソーシング元等） 

⑦ 利益相反への対応（同種類似の事業、並行投資、組合関係者と投資先との取引等） 

 

７．応募先及びお問い合わせ先 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 ファンド事業企画課 

 〒105－8453 東京都港区虎ノ門三丁目 5番 1号 虎ノ門 37森ビル 

  電話 03－5470－1672 ／ FAX 03－5470－1624  


